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(57)【要約】
【課題】ガラス材が面取部を有する場合にも、遮光層の
剥離、スジによる見栄えの低下、及び面取部からの光漏
れ等の発生を簡易に抑制することができるフィルム一体
ガラスを実現する。
【解決手段】フィルム一体ガラス１は、一体化されたガ
ラス材２とフィルム材３とを備える。ガラス材２は面取
部２５を有する。フィルム材３は、ガラス材２側に向か
って突出形成されてガラス材２に対して接着されたとき
に面取部２５を少なくとも部分的に埋める突出部３３と
、平面視で突出部３３と重なる位置に設けられた遮光層
３４とを有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状のガラス材と、前記ガラス材の一方の主要面に一体化されたフィルム材と、を備え
るフィルム一体ガラスであって、
　前記ガラス材は、その側面とフィルム側主要面との間の角部の面取りによって形成され
た面取部を有し、
　前記フィルム材は、前記ガラス材側に向かって突出形成されて前記ガラス材に対して接
着されたときに前記面取部を少なくとも部分的に埋める突出部と、平面視で前記突出部と
重なる位置に設けられた遮光層と、を有するフィルム一体ガラス。
【請求項２】
　前記突出部が、前記面取部に対して相補的な形状に形成され、
　前記遮光層が、その端部が前記ガラス材の側面と同一平面状に設けられる前記フィルム
材の側面に露出するように配置されている請求項１に記載のフィルム一体ガラス。
【請求項３】
　前記フィルム材は、硬化性樹脂で構成されるフィルム本体部を有し、
　前記遮光層が、その両面が前記フィルム本体部に覆われる状態で、前記フィルム材に内
包されている請求項１又は２に記載のフィルム一体ガラス。
【請求項４】
　前記フィルム本体部のうち、前記遮光層よりも前記ガラス材側に配置される部位が、前
記ガラス材との一体化のための接着層を兼用している請求項３に記載のフィルム一体ガラ
ス。
【請求項５】
　前記突出部によって埋められる前記面取部が、前記ガラス材に設けられた貫通穴の内側
面と前記フィルム側主要面との間の角部の面取りによって形成されたものを含む請求項１
から４のいずれか一項に記載のフィルム一体ガラス。
【請求項６】
　前記フィルム材における前記ガラス材とは反対側の面が平坦面に形成されている請求項
１から５のいずれか一項に記載のフィルム一体ガラス。
【請求項７】
　面取部を有する板状のガラス材に一体化されるフィルム材であって、
　フィルム本体部と、
　前記フィルム本体部から突出形成され、前記面取部に少なくとも部分的に対応する形状
を有する突出部と、
　前記フィルム本体部における平面視で前記突出部と重なる位置に設けられた遮光層と、
を備えるフィルム材。
【請求項８】
　面取部を有する板状のガラス材に一体化されるフィルム材の製造方法であって、
　遮光層の一方側の面に未硬化の硬化性樹脂を積層してその硬化性樹脂を硬化させる第一
硬化工程と、
　前記ガラス材における前記面取部を区画形成する傾斜面に沿う傾斜側面と底面とを有す
る凹部を備えた金型を用いて、前記遮光層とその一方側の面を覆う硬化した前記硬化性樹
脂との積層体を、前記遮光層の他方側の面が窪むように前記凹部に沿って変形させる成形
工程と、
　前記遮光層の他方側の面に未硬化の硬化性樹脂を積層してその硬化性樹脂を硬化させる
第二硬化工程と、
　前記第二硬化工程後の前記遮光層とその両面を覆う硬化した前記硬化性樹脂との積層体
を、前記傾斜側面と前記底面との境界に対応する屈曲位置で切断する切断工程と、
を含むフィルム材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ガラス材とフィルム材とが一体化されたフィルム一体ガラス、それに用いら
れるフィルム材、及びそのフィルム材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スマートフォンやタブレット等の電子機器において、表示パネルに重ねて配置される入
力装置としてタッチパネルが広く用いられている。このようなタッチパネルでは、薄型化
を図るため、位置検出用の透明電極を形成するための基板やその保護パネル等として、ガ
ラス材が用いられる場合がある。また、一般に、タッチパネルの中央領域（入力領域）に
位置検出用の透明電極が配置されるとともに、その外側の周辺領域に、各透明電極から延
びる引き回し配線が配置される。このような場合、入力面側から引き回し配線が視認可能
となって見栄えが低下するのを抑制するために、引き回し配線を隠蔽するための遮光層が
設けられることが多い。
【０００３】
　例えば特開２０１１－１９２１２４号公報（特許文献１）に開示されているように、遮
光層は、例えばガラス材に直接的に形成された遮光性印刷層によって構成することができ
る。ところが、ガラス材はその強度向上又は破砕防止等の目的で面取りが実施される場合
も多く、ガラス材が面取部を有する場合にはその面取部に遮光層を設けることが困難であ
った。このため、従来、特許文献１の図３（ｂ）等に示されるように、その端部がガラス
材における面取部を構成する傾斜面との境界位置に一致するように、遮光層を配置してい
た。
【０００４】
　しかし、遮光層が大き過ぎればその端部が面取部で浮いた状態となってガラス材から剥
離しやすくなり、逆に遮光層が小さすぎれば面取部の内側にスジが入って見えるようにな
って見栄えが悪くなる。このため、面取部を有するガラス材のサイズとの関係で遮光層の
サイズが厳しく制約される。その結果、位置ズレによってガラス材からの剥離や見栄えの
低下等が生じやすくなり、或いは、ガラス材への遮光層の配置に高い位置精度が要求され
るようになって製造コストが上昇するという課題があった。また、高精度な遮光層の配置
とは別に、表示パネル及びタッチパネルと併用される場合には、面取部からの光漏れが生
じ得るため、別途対策が必要になるという課題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１９２１２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、ガラス材が面取部を有する場合にも、遮光層の剥離、スジによる見栄えの低下
、及び面取部からの光漏れ等の発生を簡易に抑制することができるフィルム一体ガラスの
実現が望まれる。また、そのようなフィルム一体ガラスの実現に適したフィルム材及びそ
の製造方法の実現が望まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係るフィルム一体ガラスは、
　板状のガラス材と、前記ガラス材の一方の主要面に一体化されたフィルム材と、を備え
るフィルム一体ガラスであって、
　前記ガラス材は、その側面とフィルム側主要面との間の角部の面取りによって形成され
た面取部を有し、
　前記フィルム材は、前記ガラス材側に向かって突出形成されて前記ガラス材に対して接
着されたときに前記面取部を少なくとも部分的に埋める突出部と、平面視で前記突出部と
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重なる位置に設けられた遮光層と、を有する。
【０００８】
　この構成によれば、面取部を有するガラス材に一体化されるフィルム材が、ガラス材側
に向かって突出形成される突出部を有し、ガラス材とフィルム材とが一体化された際には
、その突出部がガラス材の面取部を少なくとも部分的に埋める。そして、平面視で突出部
と重なる位置には遮光層が設けられるので、ガラス材とフィルム材とを一体化させること
で、ガラス材の面取部の位置に突出部を介して遮光層を設けることができる。面取部の位
置で遮光層の端部が浮くことがないので、遮光層の剥離を有効に抑制することができる。
また、遮光層が平面視で面取部と重なるように設けられるので、スジによる見栄えの低下
や面取部からの光漏れをも有効に抑制することができる。しかも、面取部を有するガラス
材と、特定の構造を有するフィルム材とを一体化させるという比較的簡易な構成で、上述
した各種の効果を得ることができる。
【０００９】
　以下、本発明に係るフィルム一体ガラスの好適な態様について説明する。但し、以下に
記載する好適な態様例によって、本発明の範囲が限定される訳ではない。
【００１０】
　１つの態様として、前記突出部が、前記面取部に対して相補的な形状に形成され、前記
遮光層が、その端部が前記ガラス材の側面と同一平面状に設けられる前記フィルム材の側
面に露出するように配置されていると好適である。
【００１１】
　この構成によれば、遮光層が平面視で面取部と全面的に重なるように設けられるので、
上述した各種の効果を最大化することができる。
【００１２】
　１つの態様として、前記フィルム材は、硬化性樹脂で構成されるフィルム本体部を有し
、前記遮光層が、その両面が前記フィルム本体部に覆われる状態で、前記フィルム材に内
包されていると好適である。
【００１３】
　この構成によれば、遮光層の両面がフィルム本体部に覆われて遮光層がフィルム材に内
包されるので、遮光層を設けることによる段差の発生が有効に抑制される。この場合にお
いて、フィルム本体部が硬化性樹脂で構成されるので、遮光層がフィルム材に内包される
構成を、例えば複数段階の樹脂の硬化によって簡易かつ適切に実現することができる。
【００１４】
　１つの態様として、前記フィルム本体部のうち、前記遮光層よりも前記ガラス材側に配
置される部位が、前記ガラス材との一体化のための接着層を兼用していると好適である。
【００１５】
　この構成によれば、フィルム本体部を構成する硬化性樹脂の性質を利用して、接着層を
別途設けることなく、ガラス材とフィルム材とを一体化させることができる。
【００１６】
　１つの態様として、前記突出部によって埋められる前記面取部が、前記ガラス材に設け
られた貫通穴の内側面と前記フィルム側主要面との間の角部の面取りによって形成された
ものを含むと好適である。
【００１７】
　この構成によれば、ガラス材に設けられた貫通穴の周囲においても、遮光層の剥離、ス
ジによる見栄えの低下、及び面取部からの光漏れ等の発生を簡易かつ有効に抑制すること
ができる。
【００１８】
　１つの態様として、前記フィルム材における前記ガラス材とは反対側の面が平坦面に形
成されていると好適である。
【００１９】
　この構成によれば、フィルム材におけるガラス材とは反対側の面に他の部材を容易に一
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体化させることができる。この場合において、当該他の部材の設置面積を大きく確保する
ことができるとともに、遮光層以外の領域の面積を大きく確保することができる。よって
、例えば表示パネル及びタッチパネルと併用される場合には、大画面・狭額縁の電子機器
を容易に実現することができる。
【００２０】
　本発明に係るフィルム材は、
　面取部を有する板状のガラス材に一体化されるフィルム材であって、
　フィルム本体部と、
　前記フィルム本体部から突出形成され、前記面取部に少なくとも部分的に対応する形状
を有する突出部と、
　前記フィルム本体部における平面視で前記突出部と重なる位置に設けられた遮光層と、
を備える。
【００２１】
　この構成によれば、面取部を有するガラス材に一体化されるフィルム材が、フィルム本
体部から突出形成される突出部を有し、ガラス材とフィルム材とが一体化された際には、
その突出部がガラス材の面取部を少なくとも部分的に埋める。そして、平面視で突出部と
重なる位置には遮光層が設けられるので、ガラス材とフィルム材とを一体化させることで
、ガラス材の面取部の位置に突出部を介して遮光層を設けることができる。フィルム一体
ガラスにおいて、面取部の位置で遮光層の端部が浮くことがないので、遮光層の剥離を有
効に抑制することができる。また、遮光層が平面視で面取部と重なるように設けられるの
で、スジによる見栄えの低下や面取部からの光漏れをも有効に抑制することができる。本
構成によれば、そのような各種の効果を得ることができるフィルム一体ガラスの実現に適
したフィルム材を提供することができる。
【００２２】
　本発明に係るフィルム材の製造方法は、
　面取部を有する板状のガラス材に一体化されるフィルム材の製造方法であって、
　遮光層の一方側の面に未硬化の硬化性樹脂を積層してその硬化性樹脂を硬化させる第一
硬化工程と、
　前記ガラス材における前記面取部を区画形成する傾斜面に沿う傾斜側面と底面とを有す
る凹部を備えた金型を用いて、前記遮光層とその一方側の面を覆う硬化した前記硬化性樹
脂との積層体を、前記遮光層の他方側の面が窪むように前記凹部に沿って変形させる成形
工程と、
　前記遮光層の他方側の面に未硬化の硬化性樹脂を積層してその硬化性樹脂を硬化させる
第二硬化工程と、
　前記第二硬化工程後の前記遮光層とその両面を覆う硬化した前記硬化性樹脂との積層体
を、前記傾斜側面と前記底面との境界に対応する屈曲位置で切断する切断工程と、
を含む。
【００２３】
　この構成によれば、第一硬化工程、成形工程、及び第二硬化工程を記載の順に経ること
で、遮光層とその両面を覆う硬化した硬化性樹脂との積層体において、平面視で遮光層と
重なる位置に金型の凹部形状に対応した凸部を形成することができる。金型の凹部はガラ
ス材における面取部を区画形成する傾斜面に沿って形成されているので、上記凸部はガラ
ス材の面取部に対応する形状となる。その後、切断工程において上記積層体を所定位置で
切断することで、平面視で遮光層と重なる位置にガラス材の面取部に少なくとも部分的に
対応する形状を有する突出部を備えるフィルム材を得ることができる。本構成によれば、
遮光層の剥離、スジによる見栄えの低下、及び面取部からの光漏れ等の発生を簡易かつ有
効に抑制することができるフィルム一体ガラスの実現に適したフィルム材を産生すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
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【図１】電子機器の斜視図
【図２】図１におけるＩＩ－ＩＩ断面図
【図３】タッチ入力機能付保護パネルの分解斜視図
【図４】タッチ入力機能付保護パネルの拡大断面図
【図５】第一硬化工程を示す模式図
【図６】成形工程のための準備工程を示す模式図
【図７】成形工程で用いる成型用金型を示す模式図
【図８】成形工程を示す模式図
【図９】第二硬化工程を示す模式図
【図１０】切断工程のための準備工程を示す模式図
【図１１】切断工程を示す模式図
【図１２】タッチ入力機能付保護パネルの別態様を示す拡大断面図
【図１３】フィルム材の製造方法の別態様を示す模式図
【図１４】フィルム材の製造方法の別態様を示す模式図
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　本発明に係るフィルム一体ガラス並びにそれに用いられるフィルム材及びその製造方法
について、図面を参照して説明する。本実施形態に係るフィルム一体ガラス１は、一体化
されたガラス材２とフィルム材３とを備えている。フィルム一体ガラス１は、タッチパネ
ル５と共に電子機器１００に備えられ、タッチ入力デバイスとしてのタッチパネル５に対
する保護パネルとして機能する。これらのフィルム一体ガラス１とタッチパネル５とを含
んで、タッチ入力機能付保護パネル４が構成されている。本実施形態では、電子機器１０
０の一種としての多機能携帯電話（スマートフォン）に搭載されたフィルム一体ガラス１
（タッチ入力機能付保護パネル４）を例として説明する。
【００２６】
　なお、以下の説明では、タッチ入力機能付保護パネル４の入力面（ガラス材２の後述す
る露出側主要面２２）が位置している側を「正面側」と称する。この「正面側」は、電子
機器１００を操作するユーザーに対して正対する側でもある。これとは反対に、電子機器
１００を操作するユーザーから見た場合における奥側を「背面側」と称する。また、以下
の説明で参照する図面においては、図示の容易化や理解の容易化等の観点から、便宜上、
縮尺や上下左右の寸法比率等が実際の製品とは異なる場合がある。
【００２７】
　図１及び図２に示すように、電子機器１００は、略直方体状の筐体７と、この筐体７に
内蔵された表示パネル６と、表示パネル６に対して正面側に重ねて配置されたタッチ入力
機能付保護パネル４（タッチパネル５）とを備えている。筐体７は、合成樹脂で構成され
ている。筐体７は、正面側に向かって矩形状に開口する収納凹部７ａを備えている。収納
凹部７ａは段差を有するように形成されており、この段差部分は、タッチ入力機能付保護
パネル４を背面側から支持する支持部７ｂとして機能する。支持部７ｂは、収納凹部７ａ
の形状に対応して、矩形枠状（額縁状）に形成されている。支持部７ｂ（段差部分）より
も背面側の領域（第一収納凹部）には表示パネル６が収納され、正面側の領域（第二収納
凹部）には、支持部７ｂによって支持された状態でタッチ入力機能付保護パネル４が収納
されている。なお、表示パネル６は、例えば液晶パネルや有機ＥＬパネル等により構成さ
れる。
【００２８】
　収納凹部７ａ（第一収納凹部及び第二収納凹部）の形状及び寸法は、表示パネル６やタ
ッチ入力機能付保護パネル４の形状及び寸法に応じて適宜設定することができる。本実施
形態では、一例として、表示パネル６及びタッチ入力機能付保護パネル４はいずれも略直
方体状の形状を有しており、平面視（正面側から見た状態）での寸法は表示パネル６より
もタッチ入力機能付保護パネル４の方が大きい。そして、収納凹部７ａは、第一収納凹部
の側面と表示パネル６の側面とが所定隙間を隔てて対向するとともに第二収納凹部の側面
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とタッチ入力機能付保護パネル４の側面とがほとんど隙間なく対向し、かつ、表示パネル
６の表面と支持部７ｂの表面とが略同じ高さとなるともに筐体７の表面とタッチ入力機能
付保護パネル４の表面とが略同じ高さとなるように形成されている。
【００２９】
　図３に示すように、タッチ入力機能付保護パネル４は、フィルム一体ガラス１と、この
フィルム一体ガラス１に一体化されたタッチパネル５とを備えている。また、フィルム一
体ガラス１は、板状のガラス材２と、このガラス材２に一体化されたフィルム材３とを備
えている。ガラス材２、フィルム材３、及びタッチパネル５は、正面側から背面側に向か
って記載の順に積層されている。筐体７の支持部７ｂにタッチパネル５が配置され、タッ
チパネル５の上にフィルム材３が配置され、フィルム材３の上にガラス材２が配置されて
いる（図２も参照）。これらは、平面視（積層方向から見た状態）で長辺と短辺とを有す
る矩形状に形成されて、同じ向きに重ね合わされている。なお、「矩形状」とは、全体と
して矩形であることを表し、例えば四隅が丸みを帯びる等することを許容する概念である
。
【００３０】
　タッチパネル５としては、例えば公知の静電容量方式のタッチパネルを用いることがで
きる。図３に一例として示すように、タッチパネル５は、基板５１と、この基板５１上に
対向配置された複数の第一電極５２及び複数の第二電極５３とを有する。基板５１は、透
明性、柔軟性、及び絶縁性等に優れた材料（例えば、ポリエチレンテレフタレートフィル
ム等）を用いて構成されている。複数の第一電極５２は、入力領域Ｉ（タッチパネル５の
中央領域）において所定間隔を隔てて並ぶように互いに平行に配置されている。複数の第
二電極５３は、入力領域Ｉにおいて所定間隔を隔てて並ぶように互いに平行に配置されて
いる。複数の第一電極５２と複数の第二電極５３とは、平面視で互いに交差（本例では直
交）するように配置されている。第一電極５２及び第二電極５３は、導電性及び透明性に
優れた材料（例えば、ＩＴＯ（Indium Tin Oxide）薄膜等）を用いて構成されている。
【００３１】
　タッチパネル５は、第一電極５２及び第二電極５３のそれぞれから延びる引き回し配線
５４をさらに有する。引き回し配線５４は、位置検出電極としての第一電極５２及び第二
電極５３と、制御部（例えば、電子機器１００に備えられる演算処理装置）とを電気的に
接続する。引き回し配線５４のそれぞれは、非入力領域Ｎ（タッチパネル５の周縁領域で
あって、入力領域Ｉの外側の周辺領域）に配置されている。引き回し配線５４は、導電ペ
ースト（例えば、銀ペースト等）を用いて構成されている。
【００３２】
　タッチパネル５を構成する基板５１には、電子機器１００に備えられるボタン８（図１
を参照）の外形に対応する形状のボタン穴５８や、スピーカ９（図１を参照）の外形に対
応する形状のスピーカ穴５９が、その厚み方向に貫通形成されている。
【００３３】
　ガラス材２は、タッチ入力機能付保護パネル４における最正面側に配置される板状部材
であり、タッチパネル５を保護するために設けられている。ガラス材２としては、普通板
ガラス、強化板ガラス、磨き板ガラス等であって、透明性に優れたもの（透過率の高いも
の）を用いることができる。本実施形態では、ガラス材２におけるその厚み方向に互いに
対向する一対の面を「主要面」と称する。図４に示すように、ガラス材２における一方側
の主要面（本実施形態では背面側の面）は、フィルム材３が接着されるフィルム側主要面
２１となっている。ガラス材２におけるフィルム側主要面２１とは反対側の主要面（本実
施形態では正面側の面）は、外部に対して露出した露出側主要面２２となっている。ガラ
ス材２の露出側主要面２２は、ユーザーが電子機器１００に対して所定操作を入力する際
に、ユーザーの指等によってタッチされる入力面となる。
【００３４】
　図４に示すように、本実施形態では、ガラス材２の強度向上及び破砕防止等の目的で、
ガラス材２には面取りが施されている。ガラス材２は、その側面２３（フィルム側主要面
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２１及び露出側主要面２２の双方に対して直交する面）とフィルム側主要面２１及び露出
側主要面２２との間の角部（図４において、切り落とした部分の一部を一点鎖線で表示）
の面取りによって形成された面取部２５を有する。本例では、面取部２５は、ガラス材２
の角部のＣ面取りによって形成されている。このようなＣ面取りが施されることにより、
ガラス材２は、フィルム側主要面２１及び側面２３の双方に対して傾斜する第一傾斜面２
６と、露出側主要面２２及び側面２３の双方に対して傾斜する第二傾斜面２７とを有して
いる。面取部２５は、矩形状のガラス材２の端縁に沿って形成されている。本実施形態で
は、第一傾斜面２６が本発明における「傾斜面」に相当する。
【００３５】
　図３に示すように、ガラス材２には、電子機器１００に備えられるボタン８の外形に対
応する形状のボタン穴２８や、スピーカ９の外形に対応する形状のスピーカ穴２９が、そ
の厚み方向に貫通形成されている。なお、ガラス材２におけるこれらのボタン穴２８やス
ピーカ穴２９の周囲にも、面取部２５が形成されていても良い。すなわち、面取部２５に
は、ガラス材２に設けられたボタン穴２８やスピーカ穴２９の内側面とフィルム側主要面
２１との間の角部の面取りによって形成されたものが含まれても良い。本実施形態では、
ボタン穴２８及びスピーカ穴２９の少なくとも一方が本発明における「貫通穴」に相当す
る。
【００３６】
　上述したように、タッチパネル５の非入力領域Ｎには引き回し配線５４が配置されてい
るとともに、その正面側には透明性に優れたガラス材２が配置されている。このため、本
実施形態に係るタッチ入力機能付保護パネル４には、タッチパネル５とガラス材２との間
に、正面側から見て引き回し配線５４を遮蔽して当該引き回し配線５４を視認不可能とす
るための遮光層３４が設けられている。遮光層３４は、さらに、表示パネル６が有する発
光装置（例えば、液晶パネルにおけるバックライトや、有機ＥＬパネルそのもの）からの
正面側への光漏れを抑制する機能を兼ね備えている。
【００３７】
　面取部２５を有する板状のガラス材２に対して遮光層３４を圧着して設ける場合には、
通常、その面取部２５に遮光層３４を設けることは非常に困難である。このため、そのよ
うな場合には、遮光層３４の外側端部がガラス材２のフィルム側主要面２１における第一
傾斜面２６との境界位置に一致するように、遮光層３４を配置することが一般的である。
そして、遮光層３４を設けることができない面取部２５には、タンポ印刷等の他の手法を
用いて、別途、第２の遮光層を設けることが考えられる。
【００３８】
　しかし、遮光層３４が大き過ぎればその端部が面取部２５で浮いた状態となってガラス
材２から剥離しやすくなり、逆に遮光層３４が小さすぎれば面取部２５の内側にスジが入
って見えるようになって見栄えが悪くなる。このため、面取部２５を有するガラス材２の
サイズとの関係で遮光層３４のサイズが厳しく制約される。その結果、位置ズレによって
ガラス材２からの剥離や見栄えの低下等が生じやすくなり、或いは、ガラス材２への遮光
層３４の配置に高い位置精度が要求されるようになって製造コストが上昇するという課題
があった。また、面取部２５に対してタンポ印刷等を行う場合には、その別工程を要する
分、さらなる製造コストの上昇につながってしまう。
【００３９】
　そこで、本実施形態では、遮光層３４を有するフィルム材３の形状を改良しつつ、その
フィルム材３をガラス材２に一体化させることにより、ガラス材２に遮光層３４を設けて
いる。図４に示すように、フィルム材３は、フィルム本体部３１と、このフィルム本体部
３１から突出形成された突出部３３と、遮光層３４とを有する。
【００４０】
　フィルム本体部３１は、フィルム材３の主要部を構成する。フィルム本体部３１は、平
面視で矩形状に形成されている。フィルム本体部３１は、透明性、柔軟性、及び絶縁性等
に優れた材料を用いて構成されている。また、フィルム本体部３１は、硬化性樹脂で構成
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されている。フィルム本体部３１は、例えば放射線硬化性樹脂（例えば紫外線硬化性樹脂
や電子線硬化性樹脂等）や可視光線硬化性樹脂等の光硬化性樹脂で構成することができる
。本例では、硬化時間や原価等を考慮して、紫外線硬化性樹脂の一例としてのアクリル系
樹脂を用いている。
【００４１】
　本実施形態では、フィルム本体部３１は、２層構造を有しつつ全体として一体化されて
いる。図４に示すように、フィルム本体部３１は、互いに一体化された、ガラス材２側の
内層３１Ａとガラス材２とは反対側（タッチパネル５側）の外層３１Ｂとを有する。そし
て、内層３１Ａと外層３１Ｂとの境界部に、遮光層３４が設けられている。本実施形態で
は、フィルム本体部３１の内層３１Ａが、本発明における「遮光層よりもガラス材側に配
置される部位」に相当する。本実施形態では、フィルム本体部３１の内層３１Ａは、ガラ
ス材２に対してフィルム材３を一体化させるための接着層を兼用している。すなわち、フ
ィルム材３は、他の接着層を介することなく、フィルム本体部３１の内層３１Ａによって
直接的にガラス材２に一体化されている。
【００４２】
　突出部３３は、フィルム本体部３１からガラス材２側に向かって突出形成されている。
突出部３３は、ガラス材２の面取部２５の位置に対応するように、矩形状のフィルム本体
部３１の端縁に沿って形成されている（図３を参照）。突出部３３は、面取部２５に少な
くとも部分的に対応する形状を有しており、ガラス材２に対してフィルム材３が接着され
たときに面取部２５を少なくとも部分的に埋める。本実施形態では、突出部３３は、面取
部２５に対して相補的な形状を有しており、ガラス材２に対してフィルム材３が接着され
たときに面取部２５を過不足なく埋める。図４に示すように、突出部３３は、略三角形状
（本例では略直角二等辺三角形状）の断面形状を有するように形成されている。なお、ガ
ラス材２におけるボタン穴２８やスピーカ穴２９の周囲にも面取部２５が形成される場合
には、これらに対応する位置にも突出部３３が形成されることが好ましい。
【００４３】
　本実施形態では、突出部３３は、フィルム本体部３１の内層３１Ａと一体的に形成され
ている。突出部３３は、フィルム本体部３１と同様に、光硬化性樹脂（本例では、紫外線
硬化性樹脂の一例としてのアクリル系樹脂）で構成することができ、ガラス材２との一体
化のための接着層を兼用している。このように、本実施形態では、フィルム材３が、ガラ
ス材２側に向かって突出形成された所定形状の突出部３３を有するので、ガラス材２のフ
ィルム側主要面２１のみならず面取部２５にも適切にフィルム材３を接着させることがで
きる。
【００４４】
　図４に示すように、遮光層３４は、その一方側の面がフィルム本体部３１の内層３１Ａ
に覆われるとともにその他方側の面がフィルム本体部３１の外層３１Ｂに覆われる状態で
、フィルム材３に内包されている。また、遮光層３４は、フィルム本体部３１における平
面視で突出部３３と重なる位置に設けられている。遮光層３４は、平面視で突出部３３と
重なるフィルム本体部３１の端縁の位置を含み、かつ、それよりも内側（タッチパネル５
の入力領域Ｉ側）の所定範囲に亘って延在するように配置されている。遮光層３４は、矩
形状のフィルム本体部３１の周縁部に沿う矩形枠状（額縁状）に形成されており、平面視
で全ての引き回し配線５４と重なるように配置されている（図３を参照）。なお、フィル
ム本体部３１における遮光層３４が設けられていない部分（矩形枠状の遮光層３４の内側
部分）は、タッチパネル５を介して表示パネル６の表示内容をユーザーに提示するための
表示窓部３２となっている。表示窓部３２は、入力領域Ｉに対応する部分でもある。
【００４５】
　遮光層３４は、例えば有色フィルムや有色インキ層により構成することができる。有色
フィルムとしては、例えば顔料を混入させて形成された有色樹脂フィルムや、金属の蒸着
によって形成された金属蒸着フィルム等を用いることができる。本例では、遮光層３４は
、白色顔料が混入されたポリエチレンテレフタレートフィルム（白ＰＥＴフィルム）で構



(10) JP 2015-209349 A 2015.11.24

10

20

30

40

50

成されている。遮光層３４を白ＰＥＴフィルムで構成することで、例えばスクリーン印刷
等の印刷法で遮光層３４を形成する場合に比べて、遮光性を確保しながらその薄型化を図
ることができるという利点がある。
【００４６】
　遮光層３４は、その端部がガラス材２の側面２３と同一平面状に設けられるフィルム材
３の側面３５に露出するように配置されている。本実施形態では、遮光層３４は、ガラス
材２のフィルム側主要面２１に対して平行に延在する平行延在部３４Ａと、この平行延在
部３４Ａに対して傾斜する傾斜延在部３４Ｂとを有する。傾斜延在部３４Ｂは、ガラス材
２のフィルム側主要面２１と側面２３との間の面取部２５に対応する第一傾斜面２６に対
して平行に延在している。そして、傾斜延在部３４Ｂにおける平行延在部３４Ａとは反対
側の端部が、フィルム材３の側面３５に露出するように配置されている。
【００４７】
　このように、本実施形態では、フィルム材３が、ガラス材２側に向かって突出形成され
た所定形状の突出部３３を有するので、ガラス材２のフィルム側主要面２１のみならず面
取部２５にも適切にフィルム材３を接着させることができる。そして、フィルム材３に内
包された遮光層３４が、平面視で突出部３３と重なる位置に設けられるので、ガラス材２
とフィルム材３とを一体化させるだけで、ガラス材２の面取部２５の位置に遮光層３４を
設けることができる。面取部２５の位置で遮光層３４の端部が浮くことがないので、遮光
層３４の剥離を有効に抑制することができる。また、遮光層３４が平面視で面取部２５と
重なるように設けられるので、スジによる見栄えの低下や面取部２５からの光漏れを有効
に抑制することができる。フィルム材３自体は全体として矩形状なので（中抜きされた枠
状ではないので）、ガラス材２とフィルム材３との貼り合わせも比較的容易である。
【００４８】
　図３に示すように、フィルム材３における遮光層３４の部分には、電子機器１００に備
えられるボタン８の外形に対応する形状のボタン穴３８や、スピーカ９の外形に対応する
形状のスピーカ穴３９が、その厚み方向に貫通形成されている。
【００４９】
　図４に示すように、フィルム材３におけるガラス材２とは反対側の面は、タッチパネル
５が接着されるパネル接着面３６となっている。本実施形態では、フィルム材３のパネル
接着面３６には、例えば光学透明接着剤（Optically Clear Adhesive；ＯＣＡ）等からな
る接着層（図示せず）を介してタッチパネル５が接着される。本実施形態では、パネル接
着面３６は、平板状に形成されるタッチパネル５に対して全面的に密着可能なように、平
坦面に形成されている。これにより、フィルム一体ガラス１とタッチパネル５とを容易に
一体化させることができる。また、タッチパネル５の設置面積を大きく確保することがで
きるとともに、遮光層３４に対応する非入力領域Ｎ以外の領域（入力領域Ｉ）の面積を大
きく確保することができる。よって、大画面・狭額縁の電子機器１００を容易に実現する
ことができる。
【００５０】
　以下、面取部２５を有する板状のガラス材２に一体化されるフィルム材３の製造方法に
ついて説明する。本実施形態に係るフィルム材３の製造方法は、第一硬化工程と、成形工
程と、第二硬化工程と、切断工程とを含む。第一硬化工程、成形工程、第二硬化工程、及
び切断工程は、記載の順に実行される。
【００５１】
　第一硬化工程は、遮光性フィルム６５（後に遮光層３４となる）の一方側の面に未硬化
の硬化性樹脂Ｒを積層してその硬化性樹脂を硬化させる工程である。図５に示すように、
第一硬化工程では、その準備段階で、第一キャリアフィルム６１と遮光性フィルム６５と
の積層体が準備される。遮光性フィルム６５は、例えば白ＰＥＴフィルム等の有色フィル
ムである。遮光性フィルム６５は、少なくとも遮光層３４に対応する部分を有し、かつ、
それよりもさらに外側の部分を含むように形成される。遮光性フィルム６５に対して第一
キャリアフィルム６１とは反対側から、未硬化の硬化性樹脂Ｒが所定厚みを有するように
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塗布されて積層される。硬化性樹脂Ｒは、例えばアクリル系樹脂等の紫外線硬化性樹脂で
ある。その状態で、紫外線を照射して硬化性樹脂Ｒを硬化させる。本実施形態では、紫外
線の照射時間及び／又は強度を調整して、硬化性樹脂Ｒを半硬化させる。
【００５２】
　これにより、図６に示すように、第一キャリアフィルム６１と、遮光性フィルム６５と
、その一方側の面を覆う半硬化した硬化性樹脂Ｒからなる第一樹脂層６７との積層体（第
一積層体Ｌ１）が得られる。本実施形態では、第一積層体Ｌ１が本発明における「遮光層
とその一方側の面を覆う硬化した硬化性樹脂との積層体」に相当する。第一積層体Ｌ１に
対して、第一樹脂層６７側からさらに第二キャリアフィルム６２が積層される。なお、第
一樹脂層６７は、後にフィルム本体部３１の内層３１Ａとなる。第一樹脂層６７を構成す
る硬化性樹脂Ｒを半硬化状態にとどめておくことで、フィルム本体部３１の内層３１Ａを
、後に接着層として利用することができる。
【００５３】
　成形工程は、成形用金型７０を用いて第一積層体Ｌ１を変形させる工程である。成形用
金型７０は、凹部７２を有する第一型部材７１と、凸部７７を有する第二型部材７６とを
備えている。第一型部材７１に設けられる凹部７２は、傾斜側面７３と底面７４とによっ
て区画形成されている。傾斜側面７３は、ガラス材２の面取部２５を形成する第一傾斜面
２６に沿うように傾斜状に形成されている。底面７４は、第一型部材７１と第二型部材７
６とのパーティング面に沿うように略水平に形成されている。第二型部材７６に設けられ
る凸部７７は、凹部７２に対して相補的な形状を有するように形成されている。本実施形
態では、成形用金型７０が本発明における「金型」に相当する。
【００５４】
　図７に示すように、第一型部材７１と第二型部材７６とを型開きした状態で、両者間に
第一積層体Ｌ１が配置される。このとき、第一キャリアフィルム６１が剥離されるととも
に、遮光性フィルム６５が第二型部材７６側に位置する状態で、第一積層体Ｌ１が配置さ
れる。この状態で、図８に示すように第一型部材７１と第二型部材７６とを型締めするこ
とで、後に遮光層３４となる遮光性フィルム６５の第一樹脂層６７とは反対側の面が窪む
ように、凹部７２に沿って第一積層体Ｌ１を変形させる。その後、第一型部材７１と第二
型部材７６とを型開きして、変形した第一積層体Ｌ１を取り出す。
【００５５】
　第二硬化工程は、後に遮光層３４となる遮光性フィルム６５の窪んだ側の面に未硬化の
硬化性樹脂Ｒを積層してその硬化性樹脂を硬化させる工程である。図９に示すように、第
二硬化工程では、遮光性フィルム６５に対して第一樹脂層６７とは反対側から、未硬化の
硬化性樹脂Ｒが所定厚みを有するように塗布されて積層される。これにより、遮光性フィ
ルム６５の窪んだ部分に対応する部分も含めて、全面的に平坦面が形成される。硬化性樹
脂Ｒは、例えばアクリル系樹脂等の紫外線硬化性樹脂である。本実施形態では、第一硬化
工程と第二硬化工程とで同種の樹脂を用いている。但し、そのような構成に限定されるこ
となく、第一硬化工程と第二硬化工程とで異種の樹脂を用いることも可能である。その状
態で、紫外線を照射して硬化性樹脂Ｒを硬化させる。
【００５６】
　これにより、図１０に示すように、第二キャリアフィルム６２と、第一樹脂層６７と、
遮光性フィルム６５と、第二樹脂層６８との積層体（第二積層体Ｌ２）が得られる。遮光
性フィルム６５は、それぞれ硬化（半硬化状態を含む概念）した硬化性樹脂Ｒからなる第
一樹脂層６７及び第二樹脂層６８によって、その両面が覆われている。本実施形態では、
第二積層体Ｌ２が本発明における「遮光層とその両面を覆う硬化した硬化性樹脂との積層
体」に相当する。本実施形態では、２段階に分けて硬化性樹脂Ｒを硬化させるので、第一
樹脂層６７と第二樹脂層６８との間に遮光性フィルム６５を設けつつ、当該遮光性フィル
ム６５を設けることによる段差の発生を有効に抑制することができる。その後、第二積層
体Ｌ２に対して、第二樹脂層６８側からさらに第三キャリアフィルム６３が積層される。
【００５７】
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　切断工程は、第二積層体Ｌ２を、所定の屈曲位置Ｂ（図１０を参照）で切断する工程で
ある。ここで、屈曲位置Ｂは、成形用金型７０（第一型部材７１）の凹部７２の、傾斜側
面７３と底面７４との境界に対応する位置（図７及び図８も参照）である。図１１に示す
ように、切断工程では、例えばロータリーカッターやヒートカッター等のカッター８１を
用いて、第二積層体Ｌ２を厚み方法に切断する。これにより、第一樹脂層６７の一部から
なる内層３１Ａと第二樹脂層６８からなる外層３１Ｂとで構成されるフィルム本体部３１
と、第一樹脂層６７の一部からなる突出部３３と、遮光性フィルム６５からなる遮光層３
４とを有するフィルム材３が得られる。フィルム材３は、その両側を第二キャリアフィル
ム６２及び第三キャリアフィルム６３で覆われた状態で得られる。
【００５８】
　このようにして得られるフィルム材３は、フィルム本体部３１と、このフィルム本体部
３１から突出形成され、ガラス材２の面取部２５に対応する形状を有する突出部３３と、
平面視で突出部３３と重なる位置に設けられた遮光層３４とを備えるものとなる。本実施
形態に係る製造方法によれば、遮光層３４の剥離、スジによる見栄えの低下、及び面取部
２５からの光漏れ等の発生を簡易かつ有効に抑制することができるフィルム一体ガラス１
の実現に適したフィルム材３を産生することができる。
【００５９】
〔その他の実施形態〕
　最後に、本発明に係るフィルム一体ガラス、フィルム材、及びフィルム材の製造方法の
、その他の実施形態について説明する。なお、以下のそれぞれの実施形態で開示される構
成は、矛盾が生じない限り、他の実施形態で開示される構成と組み合わせて適用すること
も可能である。
【００６０】
（１）上記の実施形態では、遮光層３４が白ＰＥＴフィルムで構成された例について説明
した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。例えば、遮光層３４が黒ＰＥＴ
フィルム（黒色顔料が混入されたポリエチレンテレフタレートフィルム）で構成されても
良い。また、他の色の顔料が混入されたポリエチレンテレフタレートフィルムで構成され
ても良い。また、２色以上の顔料が混入されたポリエチレンテレフタレートフィルムで構
成されても良い。或いは、遮光層３４が、他の材料からなる有色の樹脂フィルムや金属蒸
着フィルム、インキ層等で構成されても良い。
【００６１】
（２）上記の実施形態では、フィルム材３に内包された遮光層３４が、その端部がフィル
ム材３の側面３５に露出するように配置されている構成を例として説明した。しかし、本
発明の実施形態はこれに限定されない。例えば、遮光層３４が、その端部がフィルム材３
の側面３５に露出することなくフィルム材３に完全に内包されるように配置されていても
良い。また、例えば遮光層３４が、フィルム材３に内包されることなくタッチパネル５側
に露出するように配置されていても良い。この場合には、フィルム材３（特に、遮光層３
４の部分）とタッチパネル５との間に接着層が必須となる。
【００６２】
（３）上記の実施形態では、遮光層３４が平行延在部３４Ａと傾斜延在部３４Ｂとを有す
る構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。例えば図
１２に示すように、遮光層３４が傾斜延在部３４Ｂを有することなく、平行延在部３４Ａ
だけで構成されても良い。
【００６３】
（４）上記の実施形態では、フィルム本体部３１及び突出部３３がアクリル系樹脂（紫外
線硬化性樹脂の一例）で構成された例について説明した。しかし、本発明の実施形態はこ
れに限定されない。例えば、フィルム本体部３１及び突出部３３がエポキシ系樹脂等の他
の紫外線硬化性樹脂で構成されても良い。また、フィルム本体部３１及び突出部３３が、
電子線硬化性樹脂や熱硬化性樹脂等の他の硬化性樹脂で構成されても良い。
【００６４】
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（５）上記の実施形態では、フィルム本体部３１の内層３１Ａが接着層を兼用していると
ともに、フィルム本体部３１の外層３１Ｂとタッチパネル５との間に接着層が設けられる
構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。例えば、フ
ィルム本体部３１の外層３１Ｂが接着層を兼用し、フィルム材３が、他の接着層を介する
ことなく、フィルム本体部３１の外層３１Ｂによって直接的にタッチパネル５に一体化さ
れても良い。また、例えばフィルム本体部３１の内層３１Ａが接着層を兼用することなく
、フィルム材３とガラス材２とが別途設けられる接着層を介して一体化されても良い。
【００６５】
（６）上記の実施形態では、ガラス材２の面取部２５がＣ面取りによって形成されている
構成を例として説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。例えば、ガ
ラス材２の面取部２５がＲ面取りによって形成されていても良い。この場合、フィルム材
３に設けられる突出部３３は、Ｒ面取りによって形成される面取部２５に少なくとも部分
的に対応する（好ましくは相補的な）形状を有するように形成される。成形用金型７０（
第一型部材７１）の凹部７２の形状も、面取部２５の形状に応じて設定される。
【００６６】
（７）上記の実施形態では、タッチパネル５として静電容量方式のタッチパネルを用いる
例について説明した。しかし、本発明の実施形態はこれに限定されない。タッチパネル５
として、例えば抵抗膜方式、表面弾性波方式、及び電磁誘導方式等の他の方式のタッチパ
ネルを用いても良い。
【００６７】
（８）上記の実施形態では、成形用金型７０を用いて、第一硬化工程、成形工程、第二硬
化工程、及び切断工程の順に実行してフィルム材３を製造する例について説明した。しか
し、本発明の実施形態はこれに限定されない。上述した製法以外の任意の方法によってフ
ィルム材３を製造することができる。例えば、成形用金型７０を用いることなく、２枚を
貼り合わせた形態のキャリアフィルムを用いてフィルム材３を製造しても良い。この場合
、例えば図１３に示すように、第一キャリアフィルム６１に代えて２層構造の第四キャリ
アフィルム６４を用い、２層のうちの一方（上層６４Ａ）のみを、ガラス材２の面取部２
５を形成する第一傾斜面２６の傾斜角度に対応する傾斜角度で切除する。その後、第一樹
脂層６７（硬化した硬化性樹脂Ｒ）、遮光性フィルム６５、及び第二樹脂層６８（硬化し
た硬化性樹脂Ｒ）の順に積層する。最後に、図１４に示すように、カッター８１を用いて
、それらの積層体を上層６４Ａの切除位置に対応する位置にて厚み方法に切断する。産生
されるフィルム材３の形状・構造等は、製造方法に応じて異なり得る。例えば上記の２層
構造のキャリアフィルムを用いて製造する例では、遮光層３４が平行延在部３４Ａだけで
構成される形態のフィルム材３（図１２を参照）が産生される。
【００６８】
（９）上記の実施形態では、本発明に係るフィルム材及びフィルム一体ガラスを電子機器
１００の一種としての多機能携帯電話に適用した例について説明した。しかし、本発明の
実施形態はこれに限定されない。例えば従来型携帯電話、ＰＤＡ（Personal Digital Ass
istant）、タブレット、携帯音楽プレイヤー、車載用ナビゲーション装置、ＰＮＤ（Port
able Navigation Device）、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、及び携帯ゲーム機
等の他の電子機器１００にも、本発明を適用することができる。特に、機器全体に占める
面取部２５の割合が相対的に大きい小型の電子機器１００に、本発明を好ましく適用する
ことができる。また、電子機器１００以外にも、例えば建材や装飾品等にも本発明を適用
することができる。
【００６９】
（１０）その他の構成に関しても、本明細書において開示された実施形態は全ての点で例
示であって、本発明の範囲はそれらによって限定されることはないと理解されるべきであ
る。当業者であれば、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、適宜改変が可能であることを容
易に理解できるであろう。従って、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で改変された別の実施
形態も、当然、本発明の範囲に含まれる。
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【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、例えば多機能携帯電話等の電子機器に搭載されるフィルム一体ガラスに利用
することができる。
【符号の説明】
【００７１】
１　　　　フィルム一体ガラス
２　　　　ガラス材
３　　　　フィルム材
２１　　　フィルム側主要面
２３　　　側面
２５　　　面取部
２６　　　第一傾斜面（傾斜面）
２８　　　ボタン穴（貫通穴）
２９　　　スピーカ穴（貫通穴）
３１　　　フィルム本体部
３１Ａ　　内層（遮光層よりもガラス材側に配置される部位）
３３　　　突出部
３４　　　遮光層
３５　　　側面
３６　　　パネル接着面（フィルムのガラス材とは反対側の面）
６５　　　遮光性フィルム
６７　　　第一樹脂層
６８　　　第二樹脂層
７０　　　成形用金型（金型）
７２　　　凹部
７３　　　傾斜側面
７４　　　底面
Ｒ　　　　硬化性樹脂
Ｌ１　　　第一積層体（遮光層とその一方側の面を覆う硬化した硬化性樹脂との積層体）
Ｌ２　　　第二積層体（遮光層とその両面を覆う硬化した硬化性樹脂との積層体）
Ｂ　　　　屈曲位置



(15) JP 2015-209349 A 2015.11.24

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】



(16) JP 2015-209349 A 2015.11.24

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】



(17) JP 2015-209349 A 2015.11.24

10

フロントページの続き

(72)発明者  谷口　忠壮
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
(72)発明者  重田　裕康
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
(72)発明者  窪▲崎▼　伸夫
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
(72)発明者  遠藤　徹
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
(72)発明者  深田　泰秀
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
(72)発明者  渋谷　健太郎
            京都府京都市中京区壬生花井町３番地　日本写真印刷株式会社内
Ｆターム(参考) 4F100 AG00A AK01B AK01C AT00A BA02  BA03  BA04  BA05  BA07  BA10A
　　　　 　　        BA10C DB01B EJ08  GB41  GB48  JB12B JB12C JL11B JN02C
　　　　 　　  4G059 AA01  AC04  AC16  FA09  FB08 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

